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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硬質材料からなる回路基板と、この回路基板に組み付け固定され指針軸が前方に延びる
計器本体と、前記指針軸の先端側に装着される指針と、この指針と前記回路基板との間に
配置され少なくとも前記指針に対応する表示部を有する表示パネルと、この表示パネルと
前記回路基板との間に配置され、前記計器本体を含み前記表示パネルと前記回路基板を組
み付け固定する中ケースと、この中ケースを収納する上側と下側とからなるケースとを有
し、前記上側と下側のケース間に前記表示パネルの周縁部を挟んで保持するようにしてな
る計器装置において、前記表示パネルの前記周縁部は、前記中ケースの外形よりも大きく
形成されるとともに、その周縁部の一部には前記中ケースの外形寸法にほぼ合わせるよう
に切り欠き形成された凹設部が設けられていることを特徴とする計器装置。
【請求項２】
　前記凹設部は、前記表示パネルの対向する辺の前記周縁部箇所に内側に向けて対を成す
ように切り欠き形成してなることを特徴とする請求項１に記載の計器装置。
【請求項３】
　前記凹設部は、正面視において、前記表示パネルの対向する辺の前記周縁部箇所に内側
に向けて対を成すように設けられ、その対を成す凹設部を左右または上下に複数形成して
なることを特徴とする請求項２に記載の計器装置。
【請求項４】
　前記表示パネルの前記周縁部と前記ケースとの間に緩衝部材を介在してなることを特徴
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とする請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の計器装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用、建設機械あるいは船舶などにおいて運転状況を指示する計器装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の計器装置にあっては、上側と下側とからなる計器ケースの内部に速度計や燃料
計などの各種の計器本体を収納固定し、この計器本体の前面に表示パネルを取付固定する
とともに、前記ケースの前面開口部側に透明な樹脂材料からなるカバープレートを含む上
側のケースを被せて外部からの塵埃や雨水などの侵入を防ぐようにしており、この前面の
カバープレートを介して表示パネルに設けられた目盛，数字，文字，記号などの表示部を
視認することができるように構成している。
【０００３】
　また、このような計器装置として、組み付けを簡素化する上で、例えば本願出願人は特
許文献１などに示すような構成を採用している。この場合、合成樹脂製の枠状からなる中
ケース（ケース体）の背後には、計器本体を駆動するための各種回路部品を導通接続した
硬質からなる回路基板を組み付け固定し、この回路基板に各指示計器（速度計や燃料計な
どの各種計器）の一部を構成する計器本体をそれぞれ組み付け固定している。また、計器
本体の指針軸の先端に指針を装着し、この指針の背後に位置した中ケース（ケース体）の
前面側には指針の回動軌跡に沿って目盛や文字などの指標部が施された表示パネル（文字
板）を配置し固定保持している。
【０００４】
　このように中ケース（ケース体）を基準にして回路基板や計器本体および表示パネルな
どを組み付け保持することにより、上側と下側のケース内に中ケースをセットすることに
よって簡単に計器本体・回路基板・表示パネルなどをケース内に実装することができると
いう利点を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１０７１８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述した特許文献１などにあっては、組み付け作業が簡略化されることによって作業効
率を高めることができるという効果がある。ところで、この種の車両用（オートバイ）、
建設機械あるいは船舶などの計器装置にあっては、特に振動雰囲気中にて使用されるため
に、表示パネルの周縁部分が共振してしまい、その共振によって異音が生じてしまうとい
う問題ある。このため、表示パネルの周縁部分（外周部分）は外部からの振動の影響を受
けないように上側のケースと下側のケースとの間に挟み込んで固定保持するようにしてい
る。しかしながら、表示パネルの周縁部分をケース間に挟み付けて保持することによって
振動による異音の発生は抑えられるものの、中ケースの外形より外側に張り出した表示パ
ネルの周縁部分によって、特に下側のケースに中ケースとともに計器本体や回路基板およ
び表示パネルをセットするに際し、人為的にあるいは機械的に表示パネルの周縁箇所を持
ちながら下側のケース内に送り込む必要があり、表示パネルが中ケースや回路基板および
計器本体の重さによって撓んでしまうことがあり、場合によっては表示パネルの基板を周
りから抑えながら送り込む際に表示パネルの周縁を傷めてしまう虞がある。
【０００７】
　本発明は前述した問題点に着目し、表示パネルに大きな負荷を加えることなく簡単にケ
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ースに組み付け固定することができる計器装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、前記目的を達成するため、請求項１では、硬質材料からなる回路基板と、こ
の回路基板に組み付け固定され指針軸が前方に延びる計器本体と、前記指針軸の先端側に
装着される指針と、この指針と前記回路基板との間に配置され少なくとも前記指針に対応
する表示部を有する表示パネルと、この表示パネルと前記回路基板との間に配置され、前
記計器本体を含み前記表示パネルと前記回路基板を組み付け固定する中ケースと、この中
ケースを収納する上側と下側とからなるケースとを有し、前記上側と下側のケース間に前
記表示パネルの周縁部を挟んで保持するようにしてなる計器装置において、前記表示パネ
ルの前記周縁部は、前記中ケースの外形よりも大きく形成されるとともに、その周縁部の
一部には前記中ケースの外形寸法にほぼ合わせるように切り欠き形成された凹設部が設け
られていることを特徴とする計器装置である。
【０００９】
　このように構成することにより、作業者あるいは自動組み立て用のロボットアームなど
が、表示パネルの周縁部に設けた凹設部によって、表示パネルを主体にして保持すること
なく中ケースを抑えながら保持することができるため、表示パネルの破損などを未然に防
ぎながらケース内に収納することができる。
【００１０】
　また請求項１に記載の計器装置において、請求項２では、前記凹設部は、前記中ケース
の対向する外壁面にほぼ沿い、前記表示パネルの対向する辺の前記周縁部箇所に内側に向
けて対を成すように切り欠き形成してなることを特徴とするものである。
【００１１】
　このように構成することにより、中ケースの外周部分をバランス良く抑えながら保持す
ることができるため、ケースに対して表示パネルや計器本体および回路基板を組み付けた
中ケースの組み付け作業を良好に行うことができる。
【００１２】
　また請求項１または請求項２に記載の計器装置において、請求項３では、前記凹設部は
、正面視において、前記中ケースの対向する外壁面にほぼ沿い、前記表示パネルの対向す
る辺の前記周縁部箇所に内側に向けて対を成すように設けられ、その対を成す凹設部を左
右または上下に複数形成してなることを特徴とするものである。
【００１３】
　このように構成することにより、左右あるいは上下のバランスを保ちながら中ケースの
外周部分を安定した状態にてバランス良く抑えながら保持することができるため、ケース
に対して表示パネルや計器本体および回路基板を組み付けた中ケースの組み付け作業を良
好に行うことができる。
【００１４】
　また請求項１ないし請求項３に記載の計器装置において、請求項４では、前記表示パネ
ルの前記周縁部と前記ケースとの間に緩衝部材を介在してなることを特徴とするものであ
る。
【００１５】
　このように構成することにより、中ケースの組み付け作業性を良好にすることができる
とともに、上側のケースと下側のケースとの間に緩衝部材を介して表示パネルの周縁部を
固定保持することができるため、外部からの振動に対して表示パネルが共振することもな
く保持されるものであり、この結果、共振などによる軋み音などの異音の発生を防ぐこと
ができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明では、硬質材料からなる回路基板と、この回路基板に組み付け固定され指針軸が
前方に延びる計器本体と、前記指針軸の先端側に装着される指針と、この指針と前記回路
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基板との間に配置され少なくとも前記指針に対応する表示部を有する表示パネルと、この
表示パネルと前記回路基板との間に配置され、前記計器本体を含み前記表示パネルと前記
回路基板を組み付け固定する中ケースと、この中ケースを収納する上側と下側とからなる
ケースとを有し、前記上側と下側のケース間に前記表示パネルの周縁部を挟んで保持する
ようにしてなる計器装置において、前記表示パネルの前記周縁部は、前記中ケースの外形
よりも大きく形成されるとともに、その周縁部の一部には前記中ケースの外形寸法にほぼ
合わせるように切り欠き形成された凹設部が設けられていることを特徴とする計器装置で
あるため、表示パネルの周縁部に設けた凹設部によって、表示パネルを主体にして保持す
ることなく中ケースを抑えながら保持することができるため、表示パネルの破損などを未
然に防ぎながらケース内に収納することができるものであり、これにより所期の目的を達
成することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態である計器装置を示す正面図。
【図２】図２は、図１のＡ－Ａ線箇所を示す計器装置の断面図。
【図３】図３は、図２の組み付け前の状態を示す計器装置の断面図。
【図４】図４は、図１の上側と下側のケースを除去した状態を示す正面図。
【図５】図５は、図２の要部を示す計器装置の拡大断面図。
【図６】図６は、図１のＢ－Ｂ線箇所を示す計器装置の要部拡大断面図。
【図７】図７は、本発明の第２の実施形態である計器装置を示す正面図。
【図８】図８は、図７の上側と下側のケースを除去した状態を示す正面図。
【図９】図９は、図７のＣ－Ｃ線箇所を示す計器装置の断面図。
【図１０】図１０は、図７のＤ－Ｄ線箇所を示す計器装置の要部拡大断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１から図６は本発明の第１の実施形態を示すもので、以下、これらに基づいて本発明
の実施形態をたとえばオートバイに搭載される計器装置に適用した場合について説明する
。
【００１９】
　同図において、本実施形態による計器装置においては、中央に速度計からなる指示計器
Ｄと、左側に燃料計、右側に水温計からなるそれぞれの指示計器Ｄが配置され、指示計器
Ｄのそれぞれが外装部材であるケース１（上側のケース１１と下側のケース１２とからな
る）内に組み付け固定されている。
【００２０】
　この場合、速度計や燃料計、水温計などの各種情報を表示する各指示計器Ｄにあっては
、合成樹脂製の枠状からなる中ケース２の背後に硬質からなる回路基板３が組み付け固定
されるとともに、この回路基板３の背後側に各指示計器Ｄの一部を構成する計器本体４が
それぞれ組み付け固定されており、この各計器本体４に設けられた指針軸５の先端側に、
指針軸５を軸芯として回転する指針６がそれぞれ圧入固定されている。この実施例におけ
る指針構造としては、透明な合成樹脂たとえばアクリル樹脂にて形成された発光指針６を
用いている。
【００２１】
　また指針６の背後側に位置した中ケース２の前面側には、目盛や数字や記号などからな
る表示部７ａが施された表示パネル７が配設されている。また回路基板３上には、枠状の
中ケース２内に臨んで表示パネル７の目盛部や数字などの表示部７ａを透過照明するため
の光源（発光ダイオード８）と、指針６を発光照明するための指針用光源（発光ダイオー
ド８ａ）とが実装されている。
【００２２】
　また表示パネル７の取付固定構造としては、中ケース２上に表示パネル７を重ね合わせ
て固定部材であるビス９によって回し締め固定されている。また、表示パネル７の基板７
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１の外周部分である周縁部７２は外部からの振動の影響を受けないように上側のケース１
１と下側のケース１２との間に挟み込んで固定保持するようにしている。
【００２３】
　本実施形態におけるケース１は、上側のケース１１と下側のケース１２とからなり、上
側のケース１１は、表示パネル７上に設けられた目盛・数字・文字・記号などの表示部７
ａ領域と指針６の指示状態を視認することが可能な透過性の合成樹脂材料からなるカバー
プレート１１ａによって形成されている。
【００２４】
　また本実施形態における中ケース２は、白色系の合成樹脂材料によって速度計、液面計
、水温計などの指示計器Ｄを支持するために全体が略枠状の側壁部２１と、この側壁部２
１の中程をそれぞれ繋ぐように設けられた水平壁部２２によって形成され、その枠状に形
成された中ケース２から一体にそれぞれの指示計器Ｄの指針軸５を取り巻くように円筒部
２３が形成され、この円筒部２３の底部に位置した回路基板３の表面側に指針照明用とし
ての光源８ａが配置されている。
【００２５】
　また、中ケース２には円筒部２３の外周面の中程から連続して反射壁部２４が一体に突
き出し形成され、この反射壁部２４の真下の位置には目盛や数字などからなる表示部７ａ
を透過照明するための照明用としての光源８が配置されている。また、中ケース２には、
光源８からの光を反射壁部２４を介して反射導光し、この反射導光した光をさらに表示パ
ネル７の表示部７ａ側へと反射導光する反射面部２５が中ケース２の水平壁部２２から連
続して一体に形成されている。
【００２６】
　回路基板３は、たとえばガラスエポキシ系基材に配線パターン（図示せず）を施した硬
質回路基板からなり、計器本体４の駆動・制御を行う駆動手段（図示せず）や、たとえば
抵抗、コンデンサ等の各種回路部品（図示せず）が前記配線パターンに導通接続されてい
る。
【００２７】
　計器本体４は、可動磁石式計器またはステッピングモータからなり、この例では指針軸
５が回路基板３に形成した軸孔を貫通するように、回路基板３の背後に装着され、且つ半
田付け等の適宜導通手段により前記配線パターン（前記駆動手段）に電気接続されている
。
【００２８】
　指針６は、光透過性の合成樹脂からなり、表示パネル７に設けた目盛や数字・文字など
の表示部７ａを指示する指示部６１と、この指示部６１の基部側である回転中心側を覆う
遮光性合成樹脂よりなる指針キャップ６２とで構成され、指示部６１の基部側を通じて指
針軸５の先端に圧入などの手段により固定されている。
【００２９】
　表示パネル７は、透光性の合成樹脂材料からなる基板７１によって形成され、その基板
７１の表面には、指針６の指示対象となる目盛や文字・数字などの光透過性の表示部７ａ
が指針６の回転軌道に沿って円弧状に配置され、この表示部７ａとともに表示部７ａの背
景となる地色部７ｂとが印刷などの手段によって形成されている。
【００３０】
　また、表示パネル７には、指針軸５に対応した位置に貫通孔７３が設けられ、この貫通
孔７３を通じて指針軸５と指針６とが連結できるようになっている。
【００３１】
　さらに表示パネル７には、前述したように表示パネル７の外周部分である周縁部７２が
中ケース２の外形を構成する側壁部２１の外周壁部よりも大きく形成されるとともに、そ
の表示パネル７の周縁部７２箇所の一部には中ケース２の外形寸法（外周壁部を形成する
側壁部２１）にほぼ合わせるように円弧形状に切り欠き形成された凹設部７４が設けられ
ている。本実施形態においては、正面視において、凹設部７４は中ケース２の対向する外
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壁面（外周壁部）である側壁部２１にほぼ沿い、表示パネル７の内側に向けて対を成すよ
うに右側に一対と、左側に一対となるように、左右にそれぞれ切り欠き形成されている。
【００３２】
　この場合、凹設部７４の切り欠き形成する凹みとしては、本実施形態では図４などにお
いて図示したように、中ケース２の外形を構成する側壁部２１の外周壁部に合わせるよう
に形成していたが、外周壁である側壁部２１より若干外側となるように切り欠き形成した
り、逆に外周壁である側壁部２１より若干内側に入る程度に切り欠き形成しても良いもの
であり、結果的に表示パネル７の周縁部７２箇所の一部には中ケース２の外形寸法にほぼ
合わせるように凹設部７４を設けることにより、作業者あるいは自動組み立て用のロボッ
トアームなどが、表示パネル７の周縁部７２に設けた凹設部７４によって、表示パネル７
を主体にして保持することなく中ケース２を抑えながら保持することができる程度に形成
されていれば良いものである。
【００３３】
　また表示パネル７の表面側には、周縁部７２箇所の適所にゴムなどからなる緩衝部材Ｂ
が例えば両面テープ（図示せず）介して貼り付けられている。なお、本実施形態では、緩
衝部材Ｂは表示パネル７の片面のみ貼り付けているが、両面に貼り付け固定するようにし
ても良い。
【００３４】
　光源８，８ａは、たとえばチップ型発光ダイオードからなり、指針６を発光照明するた
めの指針照明用の光源８ａと、表示パネル７の表示部７ａを透過照明するための表示部照
明用の光源８とが回路基板３の表面上に実装されている。
【００３５】
　このように構成された第１の実施形態おける計器装置においては、以下のように組み付
けが行われる。まず最初に回路基板３の背後側に各指示計器Ｄの一部を構成する計器本体
４をそれぞれ組み付け固定するとともに電気的に引き回し形成し、この状態にて回路基板
３を中ケース２の背後側に組み付け固定する。次いで、中ケース２の前面側に表示パネル
７を配置し、ビス９により表示パネル７を中ケース２に回し締め固定する。続いて各計器
本体４に設けられた指針軸５の先端側に指針６の基部側を圧入固定する。これにより中ケ
ース２を基準として計器本体４を組み付けた回路基板３、表示パネル７および指針６を組
み付け保持することにより、上側と下側のケース１１，１２からなるケース１内に実装す
る組み付け部品をユニット化することができるため、組み付け作業の効率化を図ることが
可能となる。
【００３６】
　このように中ケース２を基準として組み付けられユニット化された組み付け部品をケー
ス１内に収納固定する場合、中ケース２の前面側に組み付け固定された表示パネル７の周
縁部７２箇所の一部には中ケース２の外形寸法（外周壁部を形成する側壁部２１）にほぼ
合わせるように切り欠き形成された凹設部７４が設けられているため、作業者あるいは自
動組み立て用のロボットアームなどが、表示パネル７の周縁部７２に設けた凹設部７４に
よって、表示パネル７を主体にして保持することなく中ケース２の外壁面である側壁部２
１を抑えながら保持することができ、これにより表示パネル７の破損などを未然に防ぎな
がらケース１の下側のケース１２内に収納することができる。
【００３７】
　この際、本実施形態にあっては、表示パネル７の周縁部７２箇所に設けた凹設部７４は
、正面視において、中ケース２の対向する外壁面（外周壁部）である側壁部２１にほぼ沿
い、表示パネル７の対向する辺の周縁部７２箇所に内側に向けて対を成すように右側に一
対と、左側に一対となるように、左右にそれぞれ切り欠き形成している。その対を成す凹
設部７４を左右に複数形成しているため、中ケース２の外壁面である側壁部２１を対を成
して挟み付けながら保持することができ、このため中ケース２の外周部分である側壁部２
１を左右のバランスを保ちながら安定した状態にてバランス良く抑えながら保持すること
ができ、これにより下側のケース１２に対して表示パネル７や計器本体４および回路基板
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３などを組み付けた中ケース２の組み付け作業を良好に行うことができる。
【００３８】
　また、下側のケース１２内に収納された中ケース２を含む表示パネル７側は、上側のケ
ース１１である透過性の合成樹脂材料からなるカバープレート１１ａを被せて図示しない
固定用のビスにより下側のケース１２側とカバープレート１１ａ側とを共締め固定するこ
とにより、上側のケース１１であるカバープレート１１ａと下側のケース１２との間に中
ケース２の外形よりも大きく形成された表示パネル７の周縁部７２箇所が緩衝部材Ｂを介
して挟み込まれて保持され計器装置の組み付けが完了する。
【００３９】
　この際、中ケース２の組み付け作業性を良好にすることができるとともに、上側のケー
ス１１（カバープレート１１ａ）と下側のケース１２との間に挟持される表示パネル７は
、上側のケース１１と表示パネル７との間に介在した緩衝部材Ｂを介して表示パネル７の
周縁部７２を固定保持することができるため、外部からの振動に対して表示パネル７が共
振することもなく保持されるものであり、この結果、共振などによる軋み音などの異音の
発生を防ぐことができる。
【００４０】
　なお、夜間などの照明時においては、指針６を発光照明するための指針照明用の光源８
ａが発光すると、その照明光は中ケース２の円筒部２３の内部側にて案内されつつ表示パ
ネル７の貫通孔７３を通じて指針６の基部側へと導光案内され、次いでその基部側から指
示部６１へと導かれることにより、指針６の指示部６１が照明される。
【００４１】
　また、指針６の照明と同時に、表示部照明用の光源８が発光すると、その照明光は光源
８の真上に設けられた反射壁部２４によって反射され、この反射された光が反射面部２５
へと導かれてさらに反射し、表示パネル７の表示部７ａが明るく透過照明される。
【００４２】
　また、図７から図１０は、本発明の第２の実施形態を示すものであり、前述した第１の
実施形態とほぼ同様にして、表示パネル７の外周部分である周縁部７２が中ケース２の外
形を構成する側壁部２１の外周壁部よりも大きく形成されるとともに、その表示パネル７
の周縁部７２箇所の一部には中ケース２の外形寸法（外周壁部を形成する側壁部２１）に
ほぼ合わせるように略台形形状に切り欠き形成された凹設部７４ａが設けられている。
【００４３】
　本実施形態にあっては、中ケース２の対向する外壁面（外周壁部）である側壁部２１に
ほぼ沿い、正面視において、表示パネル７の内側に向けて対を成すように右側に一対と、
左側に一対と、中央に一対となるように、左右および中央を合わせて合計６個の凹設部７
４ａが表示パネル７の周縁部７２箇所に切り欠き形成されている。
【００４４】
　また、凹設部７４ａの切り欠き形成する凹みとしては、本実施形態では図８などにおい
て図示したように、中ケース２の外形を構成する側壁部２１の外周壁部に合わせるように
形成していたが、外周壁である側壁部２１より若干外側となるように切り欠き形成したり
、逆に外周壁である側壁部２１より若干内側に入る程度に切り欠き形成しても良いもので
あり、結果的に表示パネル７の周縁部７２箇所の一部には中ケース２の外形寸法にほぼ合
わせるように凹設部７４ａを設けることにより、作業者あるいは自動組み立て用のロボッ
トアームなどが、表示パネル７の周縁部７２に設けた凹設部７４ａによって、表示パネル
７を主体にして保持することなく中ケース２を抑えながら保持することができる程度に形
成されていれば良いものである。
【００４５】
　また、表示パネル７の周縁部７２箇所の適所には、断面形状がコ字状からなるゴムなど
の緩衝部材Ｂ１が嵌め込んで固定保持されている。
【００４６】
　また本実施形態におけるケース１としては、表示パネル７の表示部７ａなどが施された
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表示領域の周縁である表示パネル７の表示領域外を覆う見返し板１１ｂと、その見返し板
１１ｂの前面側を覆って表示パネル７上の表示部７ａおよび指針６などの指示状態を読み
取ることができるように設けた透視可能なカバープレート１１ａとから形成されており、
見返し板１１ｂの下側端面箇所が表示パネル７の周縁部７２箇所と突き合わせて保持され
るように設けられている。
【００４７】
　このように構成された第２の実施形態おける計器装置においては、前述した第１の実施
形態とほぼ同様にして、中ケース２を基準として組み付けられユニット化された組み付け
部品をケース１内に収納固定する場合、中ケース２の前面側に組み付け固定された表示パ
ネル７の周縁部７２箇所の一部には中ケース２の外形寸法（外周壁部を形成する側壁部２
１）にほぼ合わせるように切り欠き形成された凹設部７４ａが設けられているため、作業
者あるいは自動組み立て用のロボットアームなどが、表示パネル７の周縁部７２に設けた
凹設部７４ａによって、表示パネル７の外周箇所を強く押し圧して保持することもなく、
中ケース２の外壁面である側壁部２１を抑えながら保持することができ、これにより表示
パネル７の破損などを未然に防ぎながらケース１の下側のケース１２内に収納することが
できる。
【００４８】
　この際、本実施形態にあっては、表示パネル７の周縁部７２箇所に設けた凹設部７４ａ
は、正面視において、中ケース２の対向する外壁面（外周壁部）である側壁部２１にほぼ
沿い、表示パネル７の内側に向けて対を成すように右側に一対と、左側に一対および中央
に一対となるように、左右および中央にそれぞれ切り欠き形成されているため、中ケース
２の外壁面である側壁部２１を対を成して挟み付けながら保持することができるため、中
ケース２の外周部分である側壁部２１をバランス良く抑えながら保持することができ、下
側のケース１２に対して表示パネル７や計器本体４および回路基板３などを組み付けた中
ケース２の組み付け作業を良好に行うことができる。
【００４９】
　また、下側のケース１２内に収納された中ケース２を含む表示パネル７側は、上側のケ
ース１１である透過性の合成樹脂材料からなる見返し板１１ｂとカバープレート１１ａを
被せて図示しない固定用のビスにより下側のケース１２側とカバープレート１１ａ側とを
共締め固定することにより、上側のケース１１の一部を構成する見返し板１１ｂと下側の
ケース１２との間に中ケース２の外形よりも大きく形成された表示パネル７の周縁部７２
箇所の表裏面が緩衝部材Ｂ１を介して挟み込まれて保持され計器装置の組み付けが完了す
る。これにより、緩衝部材Ｂ１を介して表示パネル７の周縁部７２を固定保持することが
できるため、外部からの振動に対して表示パネル７が共振することもなく保持されるもの
であり、この結果、共振などによる軋み音などの異音の発生を防ぐことができる。
【００５０】
　なお、前述した各実施形態にあっては、表示パネル７の周縁部７２箇所に設けた凹設部
７４，７４ａの切り込み形状として円弧状であったり、略台形の形状であったりしていた
が、凹設部７４，７４ａの切り込みの寸法や形状などは計器装置の大きさや形状に合わせ
て設定すれば良いものであり、また上側と下側からなるケース１の間に挟み込まれる表示
パネル７としては、場合によっては緩衝部材Ｂ，Ｂ１などを設けることなく上下のケース
間に突き合わせて配置することによって保持するようにしても良いものであり、また緩衝
部材を表示パネル７の周縁部７２箇所にセットする手段として表示パネル７の周縁部７２
に切り込みを設け、この切り込み箇所に略瓢箪状の緩衝部材を嵌め込んで表示パネル７の
振れ止めとなる緩衝作用を持たせるようにしても良いものであり、適宜変更可能である。
【００５１】
　また各実施形態にあっては、横長の表示パネル７であったため、表示パネル７の周縁部
７２箇所に設けた凹設部７４は、正面視において、中ケース２の対向する外壁面（外周壁
部）である側壁部２１にほぼ沿い、表示パネル７の対向する辺の周縁部７２箇所に内側に
向けて対を成すように右側に一対と、左側に一対となるように、左右にそれぞれ切り欠き
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箇所に内側に向けて対を成すように上側に一対と、下側に一対となるように、上下にそれ
ぞれ切り欠き形成するようにしても良いものであり、表示パネルの形状によって適宜凹設
部７４の位置は任意に設定すればよいものである。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　また、前述した実施形態においては、その適用例としてオートバイなどの指針式の計器
装置を例にして説明したが、車両用の指示計器に限らず船舶用の計器装置あるいは農業用
機械や建設機械などの特殊車両の計器装置など激しい振動雰囲気中に適用される計器装置
において有効である。
【符号の説明】
【００５３】
　　　　　１　　ケース
　　　　　２　　中ケース
　　　　　３　　回路基板
　　　　　４　　計器本体
　　　　　５　　指針軸
　　　　　６　　指針
　　　　　７　　表示パネル
　　　　　７ａ　　表示部
　　　　　７ｂ　　地色部
　　　　　８，８ａ　　光源（発光ダイオード）
　　　　　９　　ビス
　　　　１１　　上側のケース
　　　　１１ａ　　カバープレート
　　　　１２　　下側のケース
　　　　２１　　側壁部
　　　　２２　　水平壁部
　　　　２３　　円筒部
　　　　２４　　反射壁部
　　　　２５　　反射面部
　　　　６１　　指示部
　　　　６２　　指針キャップ
　　　　７１　　基板
　　　　７２　　周縁部
　　　　７３　　貫通孔
　　　　７４，７４ａ　　凹設部
　　　　　Ｂ，Ｂ１　　緩衝部材
　　　　　Ｄ　　指示計器
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